
（別　紙）

　　　行方市の区域の一部　　２５５人

　　　玉造北部地区　　　　１，６８０人

　・農業集落排水施設

　　　φ１００～２００　　５，２９０ｍ

　　　処理場　　１箇所

　　汚水処理施設整備交付金を活用する事業 　　汚水処理施設整備交付金を活用する事業

　　　７５基

　・合併処理浄化槽（個人設置型）

〈途中略〉

【整備量】

　・合併処理浄化槽（個人設置型）

　・農業集落排水施設

　　　φ１００～２００　　５，２９０ｍ

　　　処理場　　１箇所

　・農業集落排水施設

　　　事業費　　１，３９０，７８３千円（うち，交付金６８７，１９１千円）

　なお、各施設による新規の処理人口は下記の通り。

【事業費】

　・合併処理浄化槽（個人設置型）

　　　事業費　　　　　４９，２００千円（うち，交付金　１６，４００千円）

　・合計

　・農業集落排水施設

　　　事業費　　１，３４１，５８３千円（うち，交付金６７０，７９１千円）

　・農業集落排水施設

　　　事業費　　１，４３５，８６１千円（うち，交付金７０２，２１７千円）

　なお、各施設による新規の処理人口は下記の通り。

【事業費】

　・合併処理浄化槽（個人設置型）

　　　事業費　　　　　９４，２７８千円（うち，交付金　３１，４２６千円）

〈途中略〉

【整備量】

　・合併処理浄化槽（個人設置型）

　・合計

　・農業集落排水施設

　　　事業費　　１，３４１，５８３千円（うち，交付金６７０，７９１千円）

　　　１５１基

　・合併処理浄化槽（個人設置型）

　　　行方市の区域の一部　　５１４人

　　　玉造北部地区　　　　１，６８０人

５．目標を達成するために行う事業 ５．目標を達成するために行う事業

　５－２　法第５章の特別の措置を適用して行う事業

４．地域再生計画の目標

　５－２　法第５章の特別の措置を適用して行う事業

　（目標１）汚水処理施設の整備の促進（汚水処理人口普及率を５０％から５６％に向上）

４．地域再生計画の目標

　（目標１）汚水処理施設の整備の促進（汚水処理人口普及率を５０％から５５％に向上）

〈途中略〉 〈途中略〉

新 旧
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